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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年6月13日(2019.6.13)
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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月10日(2019.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）主要量のグループＩ基油若しくはグループＩＩ基油又はそれらの混合物；
（ｂ）アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の少なくとも１種の過塩基性塩を含む、少なくと
も１種以上の清浄剤；及び
（ｃ）１４００～３０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有するポリアルキレン由来のスクシ
ンイミド分散剤；
　を含む低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物であっ
て、
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のアルキル基の少なくとも９０モル
％がＣ２０以上であり、前記スクシンイミド分散剤が、活性成分基準で１．２重量％より
多く存在し、そして前記低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑
油組成物のＴＢＮが３０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満である、
前記低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物。
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【請求項２】
　前記潤滑油組成物が、０．１重量％未満の水を含む、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　前記基油が、主要量のグループＩ基油を含む、請求項１又は２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　前記基油が、主要量のグループＩＩ基油を含む、請求項１又は２に記載の潤滑油組成物
。
【請求項５】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のアルキル基の少なくとも９０モル
％がＣ２０からＣ２８である、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のＴＢＮが、活性成分基準で１５０
ｍｇＫＯＨ／ｇより高い、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項７】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の少なくとも１種の過塩基性塩を含む少なくとも１種
以上の清浄剤が、（ｉ）アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む中過塩基性
清浄剤、及び（ｉｉ）アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む高過塩基性清
浄剤、を含む清浄剤組成物である、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項８】
　前記低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物のＴＢＮ
が、５から２５ｍｇＫＯＨ／ｇである、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　前記スクシンイミド分散剤が、エチレンカーボネートで後処理されるビス－スクシンイ
ミド分散剤である、請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　（ａ）主要量のグループＩ基油；
（ｂ）（ｉ）直鎖状アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む中過塩基性清浄
剤であって、アルキル基の少なくとも９０モル％がＣ２０以上であり、且つ前記中過塩基
性清浄剤のＴＢＮが活性成分基準で約１００から３００ｍｇＫＯＨ／ｇである前記中過塩
基性清浄剤；及び
（ｉｉ）直鎖状アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む高過塩基性清浄剤で
あって、アルキル基の少なくとも９０モル％がＣ２０以上であり、且つ前記高過塩基性清
浄剤のＴＢＮが活性成分基準で約３００ｍｇＫＯＨ／ｇより高い、前記高過塩基性清浄剤
；
を含む清浄剤組成物：並びに
（ｃ）１４００～３０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有するポリイソブチレン由来のエチ
レンカーボネートで後処理されるビス－スクシンイミド分散剤；
を含む低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物であって
、
　前記スクシンイミド分散剤が活性成分基準で１．２０重量％より多く存在し、且つ前記
組成物のＴＢＮが、３０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満である、
前記低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物。
【請求項１１】
　（ａ）エンジンに低硫黄船舶用留出燃料を燃料供給すること、並びに
（ｂ）以下の潤滑油組成物で前記エンジンを潤滑すること：
を含むトランクピストンエンジンを運転する方法であって、
　前記潤滑油組成物は、（ｉ）主要量のグループＩ基油若しくはグループＩＩ基油又はそ
れらの混合物；（ｉｉ）アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の少なくとも１種の過塩基性塩
を含む、少なくとも１種以上の清浄剤；及び（ｉｉｉ）１４００～３０００の数平均分子
量（Ｍｎ）を有するポリアルキレン由来のスクシンイミド分散剤、を含み、



(3) JP 2018-515665 A5 2019.6.13

　前記スクシンイミド分散剤が活性成分基準で１．２０重量％より多く存在し、且つ前記
潤滑油組成物のＴＢＮが３０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満である、
方法。
【請求項１２】
　前記基油が主要量のグループＩＩ基油を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のアルキル基の少なくとも９０モル
％がＣ２０以上である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のアルキル基の少なくとも９０モル
％がＣ２０からＣ２８である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の前記過塩基性塩のＴＢＮが活性成分基準で１５０ｍ
ｇＫＯＨ／ｇより高い、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の少なくとも１種の過塩基性塩を含む清浄剤が、（ｉ
）アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む中過塩基性清浄剤、及び（ｉｉ）
アルキル置換ヒドロキシ安息香酸の過塩基性塩を含む高過塩基性清浄剤、を含む清浄剤組
成物である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記低硫黄船舶用留出燃料トランクピストンディーゼルエンジン潤滑油組成物のＴＢＮ
が５から２５ｍｇＫＯＨ／ｇである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記スクシンイミド分散剤が主にビス－スクシンイミド分散剤である、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記スクシンイミド分散剤が、エチレンカーボネートで後処理されるスクシンイミド分
散剤である、請求項１１に記載の方法。
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